
しまね働き方改革宣言 
 

いま、島根県においては、少子高齢化や若者の県外流出により、労働力人口は全国平均を上回る

速さで減少しています。これを少しでもくい止め、地域と企業の活力を高めていくためには、島根

の将来を担う若者を惹きつけ、やりがいや充実感をもって県内に定着してもらうことが必要です。 

  

 併せて、女性、若者、高齢者、外国人、障がいのある方など誰もが働きやすく活躍できる社会を

実現することが課題となっています。 

 

 そのような中、長時間労働の削減、年次有給休暇の取得促進、ライフスタイルに応じた働き方の

実現、非正規労働者の処遇改善などの「働き方改革」の取組を進めるために、以下のことを宣言し

ます。 

 

宣言１ ほどよく休み、しっかり仕事、すっきり帰宅！ 

～人材の確保、定着、生産性の向上を図りましょう～ 

宣言２ 「仕事と生活の調和」を企業の魅力に！ 

        ～子育て・介護等と仕事の両立を可能にしましょう～ 

宣言３ みんな元気に生涯現役！ 

        ～多様な技術・経験を有する高齢者の方も幅広く活躍しましょう～ 

宣言４ 誰もがいきいき活躍できる職場に！ 

～誰もが希望や能力を活かして活躍しましょう～ 

宣言５ 職場に実情を語り合う場をつくろう！ 

        ～働き方改革に向けて、職場での話し合いの機会をつくりましょう～ 

 

働き方改革の取組により、若者などの人材確保が進み、誰もが健康で安心して活き活きと活躍で

きる魅力ある職場・企業を島根県内に広げていくとともに、こうした魅力ある職場・企業を積極的

に外部に情報発信することが必要です。 

今こそ、他の都道府県に先んじて、率先して働き方改革を進めましょう。 

私たちは、こうした認識を共有し、自身が先頭に立って、自らの職場や関係の企業・団体におけ

る働き方改革の推進に全力で取り組むとともに、各団体や自治体等とも連携しながら、県内各企業

に対して「働き方改革」に関する意識啓発や働きかけを進め、県民・地域・企業がそれぞれの魅力

を高め、明るく活力ある島根の発展を目指していきます。 
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